
法第４条の３第１項の厚生労働省令で定める毒物

毒物

1
O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフエニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド
（別名イソフエンホス）及びこれを含有する製剤。ただし、O-エチル-O-(2-イソプロポキシ
カルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。

1の2
O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート（別名エトプロホス）及びこれを含有す
る製剤。ただし、O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するもの
を除く。

2
エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN）及びこれを含有する製
剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するも
のを除く。

3 削除

4 削除

5 削除

無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ　紺青及びこれを含有する製剤

ロ　フエリシアン塩及びこれを含有する製剤

ハ　フエロシアン塩及びこれを含有する製剤

7
ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、
ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフエイト5%以下を含有するものを除く。

7の2 削除

7の3
ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。
ただし、ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド5%以下を含有する
ものを除く。

8
ジエチル-4-メチルスルフイニルフエニル-チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。た
だし、ジエチル-4-メチルスルフイニルフエニル-チオホスフエイト3%以下を含有するもの
を除く。

9 削除

10 削除

10の2
2-ジフエニルアセチル-1,3-インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2-ジフェニ
ルアセチル-1,3-インダンジオン0.005%以下を含有するものを除く。

11 削除

12 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト及びこれを含有する製剤。
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13
1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有
する製剤

13の2
2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート（別名ベンダイオカ
ルブ）及びこれを含有する製剤。ただし、2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-
N-メチルカルバマート5%以下を含有するものを除く。

14 削除

15 削除

16

2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ
-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリン）及びこ
れを含有する製剤。ただし、2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-
(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラー
ト0.5%以下を含有するものを除く。

16の2
ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして10％
以下を含有するものを除く。

17 ニコチン、その塩類及びこれらいずれかをを含有する製剤

18
S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれ
を含有する製剤。ただし、S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート
10％以下を含有するものを除く。

18の2

ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N'-ジメチル-N,N'-チオジカル
バマート（別名フラチオカルブ）及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=2,3-ジヒドロ-
2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N'-ジメチル-N,N'-チオジカルバマート5%以下を含有
するものを除く。

19 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤

20
ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド及びこれを含有する
製剤

20の2 削除

20の3
メチル-N',N'-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート及び
これを含有する製剤。ただし、メチル-N',N'-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-
1-チオオキサムイミデート0.8%以下を含有するものを除く。

21 モノフルオール酢酸並びにその塩類及びこれを含有する製剤

22 削除

23 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤


